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頁 現 行（令和５年２月） 修 正 案（令和６年２月） 備 考 

 

P11 

第４章 予報及び警報 

第１節 気象庁が行う気象予報及び警報 

１ 種類及び発表基準 

水防活動の利

用に適合する

注意報・警報 

一般の利用

に適合する

注意報・警

報 

発表基準 

水防活動用 

気象注意報 
大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。 

【大雨注意報の基準】 

・表面雨量指数 8 

・土壌雨量指数 78 

（略） （略） （略） 

水防活動用 

気象警報 

 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。大雨警報には括弧を付して、大雨

警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災

害、浸水害）として、特に警戒すべき事項が明記される。 

【大雨警報の基準（浸水害）】 

・表面雨量指数 13 

【大雨警報の基準（土砂災害）】 

・土壌雨量指数 117 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 予報及び警報 

第１節 気象庁が行う気象予報及び警報 

１ 種類及び発表基準 

水防活動の利

用に適合する

注意報・警報 

一般の利用

に適合する

注意報・警

報 

発表基準 

水防活動用 

気象注意報 
大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。 

【大雨注意報の基準】 

・表面雨量指数 8 

・土壌雨量指数 86 

（略） （略） （略） 

水防活動用 

気象警報 

 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。大雨警報には括弧を付して、大雨

警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災

害、浸水害）として、特に警戒すべき事項が明記される。 

【大雨警報の基準（浸水害）】 

・表面雨量指数 13 

【大雨警報の基準（土砂災害）】 

・土壌雨量指数 140 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の修正 
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頁 現 行（令和５年２月） 修 正 案（令和６年２月） 備 考 

P14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 気象等の伝達経路 

 

 
第２節 洪水予報河川における洪水予報【対象河川/十勝川、札内川、帯広川】 

２ 洪水予報等の伝達経路 

 

 

 

 

 

４ 気象等の伝達経路 

 

 

第２節 洪水予報河川における洪水予報【対象河川/十勝川、札内川、帯広川】 

２ 洪水予報等の伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の組織機構改

正（R5.6.1）に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の組織機構改

正（R5.6.1）に

伴う修正 
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頁 現 行（令和５年２月） 修 正 案（令和６年２月） 備 考 

 

P17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 

２ 伝達経路 

 

 

 

第４節 水防警報 

３ 警報の伝達経路 

（１）国土交通大臣が発表する水防警報の伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 

２ 伝達経路 

 

 

第４節 水防警報 

３ 警報の伝達経路 

（１）国土交通大臣が発表する水防警報の伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の組織機構改

正（R5.6.1）に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の組織機構改

正（R5.6.1）に

伴う修正 
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頁 現 行（令和５年２月） 修 正 案（令和６年２月） 備 考 

P19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P20 

 

 

 

 

（２）知事が発表する水防警報の伝達経路 

 

 

第５節 決壊通報 

 

 

（２）知事が発表する水防警報の伝達経路 

 

 

第５節 決壊通報 

 

 

 

 

 

 

 

道の組織機構改

正（R5.6.1）に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の組織機構改

正（R5.6.1）に

伴う修正 
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頁 現 行（令和５年２月） 修 正 案（令和６年２月） 備 考 

P22 第６章 ダム・水門等の操作 

第３節 ダム情報連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 ダム・水門等の操作 

第３節 ダム情報連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の組織機構改

正（R5.6.1）に

伴う修正 

 

P23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 通信連絡 

第１節 水防通信網の確保 

３ 電気通信設備の優先利用等 

法第27条第２項の規定により、北海道開発局長、知事、水防管理者、消防長又はこれらの命を受け

た者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を

優先的に利用し、または次に掲げる専用通信施設を使用することができる。 

（１）北海道総合行政情報ネットワーク 

（２）北海道警察本部通信施設 

（３）北海道旅客鉄道株式会社通信施設 

（４）北海道電力株式会社通信設備 

（５）北海道開発局通信施設 

（６）第一管区海上保安本部通信施設 

（７）自衛隊通信施設 

 

 

 

 

 

 

第７章 通信連絡 

第１節 水防通信網の確保 

３ 電気通信設備の優先利用等 

法第27条第２項の規定により、北海道開発局長、知事、水防管理者、消防長又はこれらの命を受け

た者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を

優先的に利用し、または次に掲げる専用通信施設を使用することができる。 

（１）北海道総合行政情報ネットワーク 

（２）北海道警察本部通信施設 

（３）北海道旅客鉄道株式会社通信施設 

（４）北海道電力ネットワーク株式会社通信設備 

（５）北海道開発局通信施設 

（６）第一管区海上保安本部通信施設 

（７）自衛隊通信施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分社化（R2.4）

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道開発局帯広開発建設部

北 海 道 警 察

水 防 関 係 団 体

帯 広 測 候 所
北海道支社上士幌電力所

元 小 屋 ダ ム

北 海 道

帯      広     市
水 防 管 理 者

（総務部危機対策課）

消  防  機  関

十勝総合振興局

（ 危 機 対 策 室 ）

糠 平 ダ ム
（維持管理防災課）

十勝総合振興局

（帯広建設管理部）
電源開発株式会社

北 海 道

（危機対策課）
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頁 現 行（令和５年２月） 修 正 案（令和６年２月） 備 考 

P24 ４ 通信連絡系統 

 水防に関し関係機関と相互に行う通信連絡は、次によるものとする。 

機関名 所在地 連絡責任者 連絡先 

（略） （略） （略） （略） 

十勝総合振興局 

地域政策部 
帯広市東３条南３丁目 地域政策課長 26-9023 

（略） （略） （略） （略） 

北海道電力ネットワーク 

株式会社帯広支店 
帯広市西5条南7丁目2番地1 

企画総務グル

ープリーダー 
24-5161 

（略） （略） （略） （略） 

（一社）帯広市医師会 帯広市東3条南11丁目2番地 会長 24-2802 

（略） (略) (略) (略) 

 

 

４ 通信連絡系統 

 水防に関し関係機関と相互に行う通信連絡は、次によるものとする。 

機関名 所在地 連絡責任者 連絡先 

（略） （略） （略） （略） 

十勝総合振興局 

地域創生部 
帯広市東３条南３丁目 

主幹 

（危機対策） 
26-9023 

（略） （略） （略） （略） 

北海道電力ネットワーク 

株式会社道東統括支店 
帯広市西5条南7丁目2番地1 

企画総務グル

ープリーダー 
24-5161 

（略） （略） （略） （略） 

（一社）帯広市医師会 帯広市西7条南7丁目3番地 会長 24-2802 

(略) （略） (略) (略) 
 

 

 

 

道の組織機構改

正（R5.6.1）に

伴う修正 

 

北海道電力ネッ

トワークの支店

体制の変更

（R5.4.1）に伴

う修正 

 

帯広市医師会の

移転に伴う修正 

P30 第９章 水防活動 

第５節 避難のための立ち退き 

洪水により著しい危険が切迫していると認められるときは、水防管理者は、必要と認める区域の居

住者        に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。この場合、十

勝総合振興局長及び帯広警察署長にその旨を通知するものとする。 

 

第９章 水防活動 

第５節 避難のための立ち退き 

洪水により著しい危険が切迫していると認められるときは、水防管理者は、必要と認める区域の居

住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。この場合、十

勝総合振興局長及び帯広警察署長にその旨を通知するものとする。 

 

「水防計画作成

の手引き」の改

訂（R5.12）に伴

う修正 
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頁 現 行（令和５年２月） 修 正 案（令和６年２月） 備 考 

P45 

 

 

 

 

時点修正 

 


